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お知らせ 5月

相
談

ご
存
知
で
す
か
？

人
権
擁
護
委
員
制
度

　

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員

法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
。
周
防

大
島
町
に
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員
が
人
権

に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
て
い
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳

守
さ
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

○
人
権
擁
護
委
員

　

沖
村
昤
峰
（
東
三
蒲
）

　

中
元
み
ど
り
（
西
屋
代
）

　

沖
広
紀
恵
（
久
賀
）

　

竹
本
三
千
之
（
久
賀
）

　

奥
原
法
城
（
秋
）

　

古
田
紹
雄
（
外
入
）

　

竹
本　

諭
（
神
浦
）

■
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
地
方
法
務
局
岩
国
支
局

☎
０
８
２
７
（
４
３
）
１
１
２
５

特
設
人
権
相
談
所

■
日
時
／
６
月
１
日
㈮

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

■
場
所
／
橘
総
合
セ
ン
タ
ー

■
相
談
内
容
／

　

法
律
・
人
権
・
土
地
・
家
屋
・

　

金
銭
貸
借
・
離
婚
な
ど
あ
ら
ゆ

　

る
生
活
上
の
心
配
事

■
相
談
員
／
人
権
擁
護
委
員

■
問
い
合
わ
せ
／
福
祉
課

☎
７
７
‐
５
５
０
５

県
税
の
夜
間
・
休
日
の
納
税

相
談

■
日
時
／

　

５
月
27
日
㈰

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　

５
月
29
日
㈫
、
30
日
㈬

　

31
日
㈭
午
後
８
時
ま
で

■
場
所
／
柳
井
県
税
事
務
所

■
問
い
合
わ
せ
／

　

柳
井
県
税
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
３
）
２
１
２
１

年
金
相
談
の
平
日
時
間
延
長

と
休
日
相
談

○
時
間
延
長
日
（
午
後
７
時
ま
で
）

　

５
月
28
日
㈪
、
６
月
４
日
㈪
、　

　

11
日
㈪
、
18
日
㈪
、
25
日
㈪

○
休
日
相
談
日

　
（
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
）

　

６
月
９
日
㈯

■
場
所
／
岩
国
社
会
保
険
事
務
所

■
問
い
合
わ
せ
／

　

岩
国
社
会
保
険
事
務
所

☎
０
８
２
７
（
２
４
）
２
２
２
５

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情
・
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
だ
れ

も
が
安
心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う

に
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
す
る
窓

口
を
市
町
や
国
保
連
合
会
に
設
け

て
い
ま
す
。

○
利
用
者
等
の
声

（
困
っ
た
、
不
平
・
不
満
、
納
得
が

い
か
な
い
等
）

○
利
用
者
等
か
ら
の
通
報

（
不
正
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ

れ
て
い
る
等
）

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
り
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間
／

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
土
日
祝
祭
日
を
除
く
）

■
相
談
先
／

　

山
口
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連

　

合
会

　

介
護
保
険
課
苦
情
相
談
班

☎
０
８
３
（
９
９
５
）
１
０
１
０

司
法
書
士
サ
ラ
金
・
ヤ
ミ
金

無
料
電
話
相
談
会

■
日
時
／

　

６
月
９
日
㈯

　

７
月
７
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
相
談
受
付
電
話
番
号
／

　

０
１
２
０
（
０
０
３
）
８
２
１

■
内
容
／

　

消
費
者
金
融
・
信
販
会
社
・
銀

　

行
等
へ
の
月
々
の
返
済
で
お
困

　

り
の
方
に
具
体
的
な
問
題
解
決

　

に
向
け
た
債
務
整
理
手
続
き
の

　

紹
介
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま

　

す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　

相
談
会
担
当

　

司
法
書
士　

松
井
成
夫

☎
０
８
３
５
（
２
２
）
６
５
３
３

１　裁判員制度について
　裁判員制度による裁判が平成 21年５月までに始
まります。裁判員制度は、国民の皆さんに裁判員と
して刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かど
うか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と
一緒に決めてもらう制度です。
２　裁判員制度の出前講義等について
　裁判所では、裁判員制度の説明も含めた庁舎見学
会や、裁判官等を講師として学校等へ派遣する出前
講義などの広報活動を行っていますので、詳しい内
容をお知りになりたい方はお問い合わせください。
３　裁判員制度等のビデオの貸し出しについて
　裁判所では、裁判の仕組みや裁判員制度について
理解していただくための広報用ビデオ（またはＤＶ
Ｄ）を貸し出しています。
◆問い合わせ／山口地方裁判所岩国支部庶務課
☎０８２７（４１）０１６１

裁判員制度は国民の皆さんに
裁判に参加していただく制度です。


